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提出方法 提出者
郵 送 0人
Ｆ Ａ Ｘ 2人
電子メール 4人
持 参 0人
フ ォ ー ム 2人

合計 8人

 
 

資料１ パブリックコメント手続き 

 

札幌市高齢者支援計画2024（案）を公表し、市民の皆様からのご意見を募
集しました。 

また、いただいたご意見を参考に、当初案を一部変更しました。 
 
１ 意見募集実施の概要 

■ 募集期間 
令和５年（2023年）12月21日～令和６年（2024年）１月25日 

 
■ 意見提出者と提出方法 
 
 
 
 
 
 
■ 項目ごとの意見件数と内訳 
 

  

 第９章 

資料１ 

項 目
第１章 計画の策定にあたって 1件
第２章 前計画の取組状況 0件
第３章 高齢者を取り巻く現状と課題 4件
第４章 計画の基本目標 2件
第５章 施策の体系と展開 30件

第１節 施策の体系 1件
第２節 施策の展開 29件

≪視点１≫ 安心して住み続けられる生活環境の整備 5件
≪視点２≫ 地域共生社会の実現に向けた支援体制の充実・連携強化 3件
≪視点３≫ 高齢者がいつまでも自分らしく生活できる地域づくり 3件
≪視点４≫ 認知症施策の推進（認知症施策推進計画） 11件
≪視点５≫ 超高齢社会においても持続可能な制度運営 7件

第６章 介護サービスの見込み等 0件
第７章 事業費の見込みと保険料 1件
その他 5件

合 計 43件

件 数

1
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２ 意見に基づく当初案からの変更点 

市民の皆様からいただいたご意見をもとに、当初案から３項目修正いたし
ました。 
 

該当箇所 修正前 修正後 

本書P.60 

◆認知症と接したことがある
方が約半数 

 

◆認知症の方と接したことが
ある方が約半数 

 
 
 

本書P.120 

 
福祉除雪の実施 

自力で除雪が困難な一戸建て住
宅の高齢者や障がいのある方の世
帯を対象に、地域の協力を得なが
ら道路に面した出入口部分等の除
雪を支援します。 

  

 
福祉除雪の実施 

自力で除雪が困難な一戸建て住
宅の高齢者や障がいのある方の世
帯を対象に、地域住民や事業者な
どの協力を得ながら道路に面した
出入口部分等の除雪を支援しま
す。 

  

本書P.151 

 
認知症医療・支援体制の充実 

認知症高齢者の増加や…充実を
図ります。 

  

 
認知症医療・支援体制の充実 
拡大・強化 

認知症高齢者の増加や…充実を
図ります。 

  
 
３ 意見の概要とそれに対する札幌市の考え方 

いただいたご意見については、一部要約、分割して掲載しています。 
  

意見の概要 札幌市の考え方 

第１章 計画の策定にあたって ＜１件＞ 
 「ケアラー支援」について、家族全体を支
援するという視点に賛成する。ケアラーは、
配偶者だけでなく子ども・親・兄弟が看てい
る人もいるので、関わっている人それぞれ
の思いにも目を向けて支援していけると良
いと思う。それぞれの立場で誰にも言えず
に悩んでいる方がまだまだいると実感して
いる。 

 ケアラーとその家族が置かれている状況
はさまざまであり、札幌市では、高齢福祉・
障がい福祉など各分野における家族介護者
支援の充実に加え、関係機関が家族全体を
支援するという理解のもと、連携して支援
を行うことが重要と考えております。 
 本計画においても、介護に関する悩みや
困り感を家族で抱え込まないよう、気軽に
相談できる地域の相談支援体制の充実など
に取り組んでまいります。 

認知症と接した経験 認知症の方と接した経験 

経験内容（複数回答） 

22
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意見の概要 札幌市の考え方 

第３章 高齢者を取り巻く現状と課題 ＜４件＞ 

 道内外からの転入高齢者は年々増加傾向
にあり、その方の何割かは２・３年以内に認
知症になると講演で聞いた。私の認知症デ
イサービスでの勤務経験からも確かだと思
った。 
 転入者への対策として、ひとり暮らし高
齢者の転入手続きの際には、民生委員とつ
なげたり、近くの介護予防センターのすこ
やか倶楽部の予定表や災害時の避難場所シ
ールなどを渡してはどうか。私の転出元で
は、商店街の協力のもと町内地図や避難場
所、町の行事予定、JR時刻表を掲載したもの
が役場や商店で配架され、転入者に好評だ
った。 

 札幌市では、住民登録の異動（転入）があ
った70歳以上の方には、民生委員がご自宅
を訪問して世帯状況や緊急時の連絡先をお
尋ねしております。 
 また、転入者を含め、高齢者向けに「シニ
ア世代の生活便利帳」という冊子を発行し
ており、その中で認知症の方への支援や民
生委員の巡回相談、介護予防に関わる事業
など、幅広く高齢の方の生活に関わる事業
をご案内しているほか、介護予防センター
のすこやか倶楽部の予定表や災害時の避難
情報につきまして、担当するそれぞれの機
関から配布しているところです。 
 今後も、転入される方を含め、高齢者が新
しい地域でも安心して生活できるよう、地
域の関係機関が連携を図りながら必要とさ
れる情報の発信に努めてまいります。 

 “認知症と接した”とあるが、“認知症の方
と接した”の誤記ではないか。 

 認知症と接した経験をお持ちの方の中に
は「自身に認知症の症状がある」と回答され
た方が一部含まれていたため、症状として
の“認知症”を指す意図で記載しましたが、
意図が伝わりにくい表記でした。 

ご指摘を踏まえて“認知症の方”に改める
とともに、よりわかりやすい表記とするた
め、認知症の方と接した経験の内容を示す
グラフに別途タイトルを追加いたします。 

 認知症に関する偏見があることを実感し
ている。地域の理解が得られないため、住み
慣れた地域に暮らし続けることができない
現状があるので、掲載されている取組が推
進されることを期待する。 

 市民一人ひとりが認知症を我が事として
とらえることができるように市民理解を進
め、認知症の方が尊厳を保持しつつ希望を
持って暮らすことができるように共生社会
の推進に向けた取組を充実させてまいりま
す。 
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意見の概要 札幌市の考え方 
 認知症の診断後支援には、介護保険と障
がい福祉の両方で関わってほしい。特に若
年性認知症の方には、診断後に離職を余儀
なくされる方がまだ多いので、離職後も毎
日通える場として就労継続支援 A 型や B 型
といった福祉的就労の場が必要になる。職
場でのジョブコーチ支援とともに体制をつ
くれないのか検討してほしい。 

 若年性認知症の方と家族への支援とし
て、札幌市では「若年性認知症の人と家族へ
の支援の手引き」を作成し、就労支援等の情
報についても周知に努めております。また、
若年性認知症従事者向け研修を開催し、医
療・介護・福祉の従事者を対象に若年性認知
症の就労支援の必要性を含めた知識や支援
方法に関する理解を深めていただくことで
若年性認知症の方への支援の充実を図って
いるところです。 
 現行の障がい福祉制度においても、若年
性認知症と診断された場合は精神障害者保
健福祉手帳等の対象となり、離職後に就労
継続支援事業所などに通所できる可能性が
あります。また、ジョブコーチによる職場定
着支援に関しては、本市では市内４か所に
設置する就業・生活相談支援事業所に配置
したジョブサポーターによる職場定着支援
を行っており、ハローワークなどの関係機
関と連携し、若年性認知症の方と雇用する
企業などへの支援に対応しております。 
 企業における若年性認知症への理解の促
進を含め、就労支援が重要であるため、診断
後の医療・介護・就労の切れ目のない支援を
推進してまいります。 

第４章 計画の基本目標 ＜２件＞ 

 基本目標に「希望」や「生きがい」を加え
た点を評価する。認知症基本法の理念も盛
り込まれ、高齢者や認知症の方ご本人を主
体にした計画になっている。掲載されてい
る取組が良いものになるよう期待してい
る。ぜひ認知症の方などが実感できるよう
取り組んでほしい。 

（同様の意見ほか１件） 

 令和５年６月に成立した「共生社会の実
現を推進するための認知症基本法」を踏ま
え、認知症の方が生きがいや希望を持って
暮らすことができるよう、認知症の方の社
会参加の機会の確保や権利利益の保護を図
るとともに、家族介護者を含めた早期から
の相談・支援体制の充実強化を図ってまい
ります。 
 併せて、新たな基本目標のもと、その他の
取組も着実に推進してまいります。 
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意見の概要 札幌市の考え方 

第５章 施策の体系と展開 － 第１節 施策の体系 ＜１件＞ 

 「札幌市が目指す地域包括ケア、高齢者支
援体制」の概念図の中に「認知症疾患医療セ
ンター」を入れてほしい。 

 高齢者支援体制の全体を表している概念
図であり、認知症疾患医療センターや認知
症サポート医などの認知症医療・支援体制
すべてを包含して掲載しているものではあ
りません。 
 札幌市が目指す認知症支援体制につきま
しても、わかりやすく周知するよう引き続
き取り組んでまいります。 

第５章 施策の体系と展開 － 第２節 施策の展開 ＜29件＞ 

 視点１ 安心して住み続けられる生活環境の整備 ＜５件※＞ 
※うち１件は視点４も含むもの 

 「地域公共交通利用環境改善事業の実施」
について、現在は車いすマークの掲示がな
いバスには車いすで乗車できないと聞いて
いる。車いすで乗車できるバスを増便して
ほしい。 

 札幌市では、バス事業者がノンステップ
バスを導入する場合の経費について補助を
行っています。 
 それぞれのバス事業者では、予め利用す
る便を連絡することで、可能な限りバリア
フリー車両を配車しております。詳しくは
各バス事業者にお問い合わせください。 

 「市民・企業との協働による砂まき活動を
推進」について、転倒防止のための砂をペッ
トボトルに小分けにして箱に設置すれば、
高齢者や子どもも利用できると思う。 

 札幌市では、市内約1,700か所に歩行者用
砂箱を設置しているほか、砂の減り具合を
見て適宜補充を行っており、日々多くの砂
が必要となります。このため、現状は生産性
の高い砂袋（1.5kgまたは3kg）での対応とし
ており、製作に時間と労力を要するペット
ボトルでの対応は難しいと考えておりま
す。なお、砂箱用としては難しいものの、各
区の土木センターなど一部の公共施設で
は、携帯用の砂入りペットボトルを設置し
ております。 
 今後も引き続き、砂まき活動の推進に取
り組んでまいります。 
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意見の概要 札幌市の考え方 
 「福祉教育のための教材の作成・配布（福
祉読本など）」や「福祉教育への支援」の取
組があるが、小学校の福祉読本に認知症の
ことは掲載されているのか。 
 小学校としての認知症サポーター養成講
座の受講を提案しても、授業数や日程の確
保が難しい学校が多いので、福祉読本に認
知症についての資料を追加したり、受講を
ぜひ小・中学生に拡げたりするなど、福祉教
育の場面で認知症に触れる教育を入れると
良いと思う。教育委員会とも連携をとって
計画的に行ってほしい。 
 今後チームオレンジの取組を進めていく
にあたっても、将来の社会意識を変えてい
くことにもつながると思う。 

（同様の意見ほか１件） 

 札幌市では、「心のバリアフリーガイド 
分かりやすい版」を作成し、市内小学校４年
生に配布しています。その中では、認知症を
含めお困りの高齢者に対する配慮などにつ
いて記載しております。 
 また、小・中学校の教育の場で認知症に触
れる機会は重要であると考えており、学校
にご協力いただき小学生・中学生向けの「認
知症サポーター養成講座」を実施し、当該講
座の資料を副読本として活用しているとこ
ろです。 
 これまでも、教育委員会などへ当該取組
に関する周知を行っているところではあり
ますが、今後も継続して実施してまいりま
す。 

 この計画には、平時だけではなく、災害発
生時の高齢者世帯等の救済策について、札
幌市職員がどのように関わるのかを示して
ほしい。 
 他市町村が行っているように、災害発生
時には予め市町村職員を地域ごとに複数人
を張り付けて置くというような、窓口体制
の充実・強化を直ちに行ってもらいたい。具
体的には、地域住民の窓口であるまちづく
りセンターごとに複数人を張り付けるな
ど”災害発生時には、札幌市職員が前面に出
て実務を行う”という文言を入れるととも
に、実際の災害時には実行する体制づくり
案を示してほしい。 

 災害時の体制につきましては、高齢者を
含む要配慮者への支援をはじめ、避難者の
支援、被害情報の把握と応急対策など、災害
発生時の緊急対応全体を考慮しながら、職
員の配置を検討してまいります。 

 要配慮者二次避難所（福祉避難所）に対
し、厳寒期や広範な災害に対応できるよう、
必要な備蓄品の支援などの予算措置を行っ
てほしい。 

 備蓄物資につきましては、要配慮者二次
避難所を開設する際に必要個数を確認のう
え、札幌市が提供するなど対応いたします。
また、食糧や物資などの調達に要した実費
につきましては、札幌市が負担いたします。 
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意見の概要 札幌市の考え方 

 視点２ 地域共生社会の実現に向けた支援体制の充実・連携強化 ＜３件＞ 
 高齢者単身世帯や身体障がい者などを抱
えた世帯、老老介護の世帯などの方が福祉
施設や介護施設などのお世話になる場合の
対応は、町内会長や民生委員ができるもの
ではなく、地域包括支援センターにお願い
せざるを得ない。 
 そのため、地域包括支援センター機能の
更なる強化・充実を図って、速やかに対応で
きる体制を整えてほしい。具体的には、「地
域包括支援センター機能強化」の中に”要介
護者等の対応を速やかに行う体制に整備す
る”といった文言を入れてもらいたい。 

 地域包括支援センターは、地域包括ケア
システムの中核機関として、地域の高齢者
に対し必要な介護サービスが提供されるよ
う適切な介護予防ケアマネジメントを実施
しております。また、地域の高齢者の心身の
健康維持や保健・福祉・医療の向上を図るこ
とを目的として運営しており、地域のネッ
トワーク構築や、権利擁護を含む総合的な
相談支援の実施、高齢者の状態変化に対応
した長期継続的な包括的・継続的ケアマネ
ジメントの支援を行っているところです。 
 今後もさまざまな事案に速やかに対応で
きるよう、継続して当該センターの機能強
化に取り組んでまいります。 

 「要介護者等ごみ排出支援事業の実施（さ
わやか収集）」について、この制度を知らず
に施設への入所を決断する方がいる。対象
を拡げられないか検討してほしい。 

 当該事業につきましては、「ごみ分けガイ
ド」やチラシ、「シニア世代のための生活便
利帳」「障害のある方のための福祉ガイド」
に掲載しているほか、ケアマネジャー向け
情報誌への投稿、出前講座の実施、札幌市ホ
ームページなどで周知しております。今後
もこれらの周知を継続するとともに、新た
な周知方法を検討いたします。 
 また、当該事業は、ごみ出しが困難な高齢
の方や障がいのある方を対象に実施してお
ります。ごみ出しが困難な心身の状態は一
様ではなく、また、ごみ出しの可否の判断も
立場や考え方によってさまざまであり、一
定の客観的基準によらず、その状態を個別
に、もしくは主観的に判断することは非常
に困難です。そのため、日常生活の状態に関
して国が定めた客観的基準である要介護認
定及び障害福祉サービスの障害支援区分を
当該事業の要件としているところです。現
状の要件のほかに客観的に判断できる基準
が新たに生じた場合には、要件の拡大など
につきまして検討いたします。 
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意見の概要 札幌市の考え方 
 高齢化に伴い、福祉除雪事業の要望は大
幅に増えてきているが、実際の除雪作業を
行う地域住民は殆どいなくなってきてい
る。地域住民の人力によるスコップ作業で
は無理なことがある。また、雪置き場がなく
小型ショベルカーと排雪用トラックの併用
による雪の搬出が必要なケースが増えてき
ている。 
 そのため、除雪事業を行っている事業者
を積極的に活用して、住民の生活通路を確
保するようにしてほしい。具体的には、「福
祉除雪の実施」の中に”除雪事業者の活用”
という文言を入れてもらいたい。 

 当該事業では、地域協力員として、地域住
民に加えて企業や業界団体へも参加の呼び
かけを行っており、今後もこうした呼びか
けを継続してまいります。 
 つきましては、計画本文を一部修正いた
します。 

 視点３ 高齢者がいつまでも自分らしく生活できる地域づくり  ＜３件＞ 
 「介護サポートポイント事業の実施」は、
ボランティア側の高齢者にとっては介護予
防と生きがいづくりがねらいだが、介護ス
タッフの人材確保が難しい状況下ではメリ
ットが大きい。１人でも参加できるボラン
ティアを拡げてほしい。 

 札幌市では、当該事業を広く市民に周知
するため、地下鉄や関係機関へチラシなど
を配架しているほか、定期的に登録説明会
を開催しております。 
 また、事業登録者に対するアンケート調
査を毎年実施しており、活動状況やニーズ、
活動が困難な理由などを把握し、事業運営
の参考としているところです。 
 これらの取組により、引き続き事業登録
者の拡大に努めてまいります。 

 こんなにたくさんの講座に目を通すだけ
でも大変そうなので、例えば高齢者がわか
りやすい区の保健センターにパンフレット
を手に取り、腰掛けて、お茶でも飲みながら
おしゃべりできるスペースを設け、リーダ
ー的な職員を配置してはどうか。現状の多
くは、パンフレットをただ並べて置いたり、
壁高く掲示されたりで高齢者には情報が届
きにくい。 

 札幌市では、高齢者の交流機会の促進を
はじめ、各種相談、健康増進、介護予防等の
場として、各区で「老人福祉センター」を運
営しております。 
 また、地域高齢者の交流、レクリエーショ
ンなどの場として「おとしより憩の家」を設
置・運営している地域住民団体を支援して
いるほか、地域の住民同士が気軽に集う場
として、住民主体の通いの場の立ち上げを
支援しており、引き続き高齢者の交流の場
を充実させてまいります。 
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意見の概要 札幌市の考え方 
 有償ボランティアが介護保険や他制度の
狭間の支援を行うことで高齢者の生活が成
立している実態がある。他市では有償ボラ
ンティアに「一部型」と「生活支援」として
助成金制度がある。「訪問型サービスＢ」（住
民主体による支援）に対応する札幌市の補
助（助成）予算を組み込んで、事業が継続で
きるように多様な団体を支援してほしい。 
 

 「訪問型サービスＢ」は、介護予防・日常
生活支援総合事業における訪問型サービス
の一類型として住民主体の自主活動として
行う生活援助などを位置づけるものです
が、札幌市では実施していないところです。
地域における多様な主体によるサービス提
供やその支援のあり方について、ご意見を
今後の参考とさせていただきます。 
 なお、札幌市社会福祉協議会では、家事援
助や外出援助などを行う「地域支え合い有
償ボランティア事業」を実施しており、札幌
市は当該事業に対し事業費の一部を補助し
ております。 

 視点４ 認知症施策の推進（認知症施策推進計画） ＜11件※＞ 
※うち２件は、第５章-第２節-視点１も要素に含むものであり、それに対する本市の考え方はP.213に併せて掲載 

 「認知症キャラバン・メイトの育成」につ
いて、新規の養成も大切だが、既存のキャラ
バン・メイトのフォローアップをお願いし
たい。10 年以上前にキャラバン・メイト養
成研修を受けている方も多数いる。今年度
から認知症サポーター養成講座標準教材が
更新されているが、養成研修での変更点や、
チームオレンジに向けた取組などを、認知
症サポーター養成講座でも伝えていけるよ
うにできたら良いと思う。 

 養成したキャラバン・メイトに対し、活動
意向確認調査を実施し、実態把握を行った
うえで、必要な情報共有を行うなど、フォロ
ーアップの体制づくりを検討してまいりま
す。 

 チームオレンジのメンバーには、認知症
介護指導者やグループホームなどの介護事
業所の職員、病院の相談員、薬局の薬剤師、
スーパーの店員、成年後見人なども入ると、
相談しやすくより良い取組になると思う。 

（同様の意見ほか１件） 

 チームオレンジは、オレンジコーディネ
ーターが地域の住民の方や事業者等との連
携体制を構築する役割を担い、認知症の方
や家族のニーズと支援者をつなぐ仕組みで
す。多くの関係機関からのご協力をいただ
き、認知症の方や疑いのある方が早期にチ
ームオレンジにつながり、認知症の方が住
み慣れた地域で安心して暮らし続けること
ができるまちづくりのために、チームオレ
ンジの周知活動と関係機関とのネットワー
ク構築を進めてまいります。 

 
  

99



第９章 資料編 

217 

意見の概要 札幌市の考え方 
 認知症診療を行う医療機関の中にチーム
オレンジの拠点を設けることができると、
診断後の対象者や継続受診を要しない軽度
認知障害（MCI）の方をチームオレンジの支
援へつなぎやすいと感じる。 

 認知症の診断直後の早期の段階からチー
ムオレンジの活動につながることができる
よう、医療機関から認知症の方や家族にチ
ームオレンジの活動への参加を勧めていた
だくほか、活動の場の提供などの協力が得
られるように、医療機関に対するチームオ
レンジの周知と理解を促進してまいりま
す。 

 チームオレンジの取組に期待する。  オレンジコーディネーターが中心とな
り、地域のさまざまな機関と、認知症の方や
家族でチームを作り「支援する人、される
人」の関係を超えた支え合い助け合いの地
域共生社会の実現を推進してまいります。 

 「認知症に関する市民向け啓発の実施」に
ついて、９月を認知症月間とし、図書館に認
知症関係の本を集めて展示し、市民に手に
取って読んでもらえるようにするのはどう
か。または、他都市で行われているが、９月
21日にテレビ塔をオレンジ色にライトアッ
プしてアピールするのはどうか。 

 認知症に関する市民向け啓発の実施につ
きましては、これまで「世界アルツハイマー
デー」である９月21日ごろに「認知症の人を
正しく理解する研修会」を実施するほか、各
区役所を含めてさまざまな普及啓発イベン
トを行っております。今後もより、広く市民
に向けた普及啓発活動を行う必要があるこ
とから、さまざまな手法を検討してまいり
ます。 

 「チームオレンジの体制整備」について、
既に展開されている地域での活動を参考
に、まずは各区にモデル地域を確立し、それ
らの取組を拡げていくことが着実な推進に
つながると思う。 

 チームオレンジの取組につきましては、
令和６年度から５つの区の地域包括支援セ
ンターにオレンジコーディネーターを配置
し、モデル実施を行うこととしており、先行
的な取組を参考にするなど、チームオレン
ジの体制整備を進めてまいります。 

 認知症疾患医療センターの設置を進め
て、認知症医療の機能体制の構築を図って
いくことは非常に重要なこと。認知症疾患
医療センターの設置と適切な運用について
は「認知症医療・支援体制の充実」の内容と
して記載するだけではなく、主な取組とし
て記載してほしい。 

 市内には多数の認知症診療を行う医療機
関があり、認知症疾患医療センターの設置
は、認知症医療・支援体制の充実の一部の取
組として進めるため、「認知症医療・支援体
制の充実」の内容の掲載としておりますが、
新たな取組となるため、拡大・強化の取組と
して明記します。 

 「認知症介護指導者の育成」について、人
材育成の取組が掲載されているが、近年は
研修カリキュラムが短くなっている。研修
内容を補うためにも、研修後のフォローア
ップの仕組みを考えてほしい。 

 現在、育成した認知症介護指導者を対象
に、認知症介護指導者会議を行い、各種研修
の開催状況や本市の認知症施策を共有する
場を設けております。引き続き、認知症介護
指導者同士の連携や認知症施策の理解の推
進を図れるようフォローアップを行ってま
いります。   
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意見の概要 札幌市の考え方 

 視点５ 超高齢社会においても持続可能な制度運営 ＜７件＞ 
 介護人材不足によるサービス低下がみら
れる。小規模多機能型居宅介護の良さは、
365日デイサービスと宿泊、ヘルパー派遣を
利用できるところだったのに、ヘルパー派
遣や時間延長などができない事業所が増え
てきている。人材確保は大変だろうが、支援
が必要だと思う。 

 小規模多機能型居宅介護に限らず、介護
サービスの安定的な運営のために事業者に
適切な指導を継続するとともに、介護職員
の確保・定着支援、介護現場の負担軽減、業
務効率化の推進を図ってまいります。 

 総合事業の事業所の経営を安定化させ、
職員の処遇改善を行うため、予算を抜本的
に引き上げてほしい。 

 事業所の経営の安定化や職員の処遇改善
は、質の高いサービスを安定的に提供する
ため重要と考えます。一方、介護予防・日常
生活支援総合事業のうち事業所がサービス
を提供する訪問型サービス及び通所型サー
ビスの単価は、市町村において国が定める
額を勘案して定めることとされており、札
幌市においては国が定める額と同額として
おります。単価の引き上げは、サービス利用
者の負担増にもつながることから、慎重な
検討が必要と考えます。 
 引き続き、国の動向も踏まえ、適切に対応
してまいります。 

 要介護者の負担が大きくなっているおむ
つサービスを拡充してほしい。所得による
制限等の導入は慎重に行い、介護保険サー
ビスの利用を控えるなど、生活に影響が出
ないようにしてほしい。 

 当該事業は、財源のすべてを第１号保険
料により賄っており、サービスの拡充に当
たりましては、その影響を考慮する必要が
あると考えております。制度の持続可能性
の観点も重要であることから、今後の検討
に当たりましては、それら双方の観点を踏
まえつつ、慎重にサービス内容を検討して
まいります。 

 福祉関係や介護関係の実務従事者の賃金
は、重労働であるのに非常に安く、職場環境
も劣悪な所が多いと聞いており、積極的に
従事しようとする人は稀だと思う。この対
策として、早急にこれら実務従事者の賃金
を大幅に引き上げるとともに、職場環境の
改善を図る必要がある。そのためには”これ
ら実務従事者の手取り賃金の実質的な増額
を図るとともに、職場環境を改善する”とい
った文言を入れるとともに、改善のための
具体的な対策を織り込んだものにしてほし
い。 

 介護従事者の賃金の原資となる介護報酬
は国が定めております。札幌市といたしま
しては、介護従業者の処遇改善は質の高い
サービスを安定的に提供するために重要で
あると考え、これまでも国に対して要望し
ているところです。引き続き国への要望を
継続するとともに、介護人材の定着や負担
軽減に資する取組を進めてまいります。 
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意見の概要 札幌市の考え方 
 人材不足対策の強化を行ってほしい。急
ぎ、人材紹介会社に頼らざるを得ない状況
を改善するために、ハローワークなどの公
的機関の機能を強化してほしい。 

 介護人材の確保は全国的な課題であるた
め、国の機関であるハローワークや北海道
と連携して支援を進めているところです
が、札幌市といたしましても人材確保に向
けた独自の取組や、国への支援拡充の要望
を継続してまいります。 

 「若年層に対する介護のイメージアップ
啓発」を進めてほしい。 
 ぜひ医療福祉系の大学や専門学校にアル
バイト掲示板を設け、多くの介護施設の情
報を掲示してほしい。アルバイトを通じて
大きな学びがきっとあると思う。 

（同様の意見ほか１件） 

 ネガティブイメージが先行しがちな介護
業務の魅力・やりがいを正確に知っていた
だき、将来の選択職業の１つとしていただ
くため、若年層への介護啓発事業を継続す
るとともに、関係機関にも情報発信を進め
てまいります。 

第７章 事業費の見込みと保険料 ＜１件＞ 

 第1～3段階の保険料の負担割合を下げる
案に賛同する。 
 今後も介護給付費準備基金を適正に活用
し、年金で暮らしている多くの高齢者の負
担となる介護保険料の引き下げを行ってほ
しい。 

 年金生活者が大半を占める高齢者、特に
低所得者層の保険料負担には配慮すべきと
考えています。一方で、介護サービスに要す
る費用は今後も増加することが見込まれて
おり、制度の持続可能性の観点も重要です。 
 今後の検討に当たりましては、それら双
方の観点を踏まえつつ、介護給付費準備基
金の活用などにより、保険料負担が過重と
ならないよう検討してまいります。 

その他 ＜５件＞ 
 札幌市高齢者支援計画にとても興味があ
り読んだが、詳細な点までアンケート調査
をしており感心した。高齢者による高齢者
の支援として自分に何かできることがある
のかと考えている。健康寿命延伸のために、
支援計画が実り多いものになるようよろし
くお願いしたい。 

 少子高齢化や超高齢社会の進展を踏ま
え、従来の「支える側」「支えられる側」の
関係から、住民の主体的な支え合いを育み
生活に安心感と生きがいを生み出す共生社
会の実現に向け、取組を着実に推進してま
いります。 
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意見の概要 札幌市の考え方 
 １つひとつの取組を組み合わせてより良
い取組としていくことが求められる。例え
ば、地域包括支援センターが診療所に相談
の場を設けたり、診療所で認知症カフェを
行ったりするなどの仕掛けを検討していく
と良い。 

 地域包括支援センターでは、地域の実情
に応じて、市民にとって身近な場所におけ
る出張相談会などを行っております。加え
て、医療機関との連携強化を進めることに
より、支援が必要な方に対して切れ目なく
支援を行うことができるよう体制構築を図
っております。今後も地域の社会資源など
を生かし、関係機関との連携強化を図るこ
とで、高齢者支援の体制強化を進めてまい
ります。 
 また、認知症の方が住み慣れた地域で安
心して暮らし続けることができるまちづく
りのため、認知症の方や家族と認知症サポ
ーターを中心とした支援をつなぐチームオ
レンジの体制を整備するとしているところ
です。すでに各区や地域包括支援センター
のエリア内で行われている「男性介護者の
つどい」や「認知症カフェ」も活用しながら、
より多くの認知症の方、ご家族が参加でき
るよう活性化を図り、チームオレンジの活
動の場を設けてまいります。 
 今後もさまざまな取組をより効果的に実
施できるよう努めてまいります。 

 認知症は若年と老年に分けられない課題
もあるため、症状の現われ方や状況に応じ
て総合的に取り組むように考慮してほし
い。 

 若年性認知症の方特有の課題もあり、若
年性認知症の方に向けた取組も行っている
ところですが、年齢はもとより、個々の認知
症の方やご家族の状況に応じた適切な保健
医療サービスや福祉サービスが切れ目なく
支援できるよう取り組んでまいります。 

 新型コロナウイルスが５類に移行された
が、保育園や幼稚園と高齢者施設の交流は
復活したのか。 

 各施設では、保育園などを含め地域との
交流を徐々に再開しておりますが、未だク
ラスターも発生しているため、感染対策を
継続し、地域との交流を控えている施設も
ある状況です。 

 異常な物価高騰に対する介護事業所への
財政支援を行ってほしい。 

 札幌市では、これまでも、国の補助を活用
し、介護保険施設などに財政支援を行って
きました。今後も、国の財政措置があり次
第、介護事業所への財政支援を検討いたし
ます。 
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第１節 計画の推進体制 

 

１ 「札幌市介護保険事業計画推進委員会」の設置 

「市町村介護保険事業計画」の策定にあたっては、被保険者の意見を
反映させるために必要な措置を講じることとなっています（介護保険法
第117条第11項）。 

これを受けて、公募による市民の代表６人を含む、保健・医療・福祉
の関係団体や学識経験者など23人で構成する「札幌市介護保険事業計画
推進委員会」を設置し、本計画について協議しました。 

また、今後は、委員会に適宜、取組・事業の進捗状況を報告し、計画
全体を検証していきます。 

 
⑴ 設置根拠 

＜札幌市介護保険条例（平成 12 年条例第 25 号） 抜粋＞ 
 （介護保険事業計画推進委員会） 
第２条の２ 計画の推進を図り、介護保険事業の円滑な実施を確保するため、札幌

市介護保険事業計画推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
２ 委員会は、次に掲げる事務を行う。 

(1) 計画の策定、進行管理及び評価について調査審議し、及び意見を述べること。 
(2) 前号に定めるもののほか、介護保険事業の実施に関する重要な事項について

調査審議し、及び意見を述べること。 
３ 委員会は、委員 23 人以内をもって組織する。 
４ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 
 (1) 被保険者 
 (2) 学識経験者 
 (3) 保健、医療又は福祉の関係者 
 (4) 介護サービスの提供に携わる者 
 (5) その他市長が適当と認める者 
５ 委員の任期は、３年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 
６ 委員は、再任されることができる。 
７ 委員会は、必要に応じ、部会を置くことができる。 
８ 委員会はその定めるところにより、部会の決議をもって委員会の決議とするこ

とができる。 
９ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長

が定める。 

 
第８章 
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＜札幌市介護保険事業計画推進委員会規則（平成 26 年規則第 72 号）＞ 
（趣旨） 

第１条 この規則は、札幌市介護保険条例（平成 12 年条例第 25 号。以下「条例」
という。）第２条の２第９項の規定に基づき、札幌市介護保険事業計画推進委員会
（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
（委員長及び副委員長） 

第２条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選によりこれを定め
る。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた
ときは、その職務を代理する。 
４ 委員長及び副委員長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員
長の指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 
第３条 委員会の会議は、委員長が招集する。 
２ 委員長は、委員会の会議の議長となる。 
３ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 
４ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 
（部会） 

第４条 部会は、委員長の指名する委員をもって組織する。 
２ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。 
３ 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。 
４ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指

名する委員がその職務を代理する。 
５ 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委

員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるもの
とする。 
（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、保健福祉局において行う。 
（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長
が委員会に諮って定める。 

 
附 則 

（施行期日） 
１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 
２ 第２条第１項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の委員会に相

当する合議体の委員長又は副委員長である者は、それぞれこの規則の施行の日に
委員会の委員長又は副委員長として定められたものとみなす。 

３ 第４条第１項及び第２項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の
委員会の部会に相当する合議体の部会の委員又は部会長である者は、それぞれこ
の規則の施行の日に委員会の部会の委員又は部会長として指名され、又は定めら
れたものとみなす。   
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⑵ 委員名簿 

氏  名 所  属  団  体  等 備  考 

荒 木 美 枝 北海道看護協会 専務理事 ～令和４年（2022年）８月 

◎池 田   望 札幌医科大学 保健医療学部 作業療法学科 教授  

出 田 かずえ 市民委員（公募）  

大 石   純 札幌市社会福祉協議会 地域福祉部長 令和５年（2023年）６月～ 

 太 田 秀 造 札幌市医師会  

柏   浩 文 札幌市社会福祉協議会 地域福祉部長 兼 人材確保戦略担当部長 ～令和５年（2023年）６月 

加 藤 浩 志 北海道認知症グループホーム協会 副会長  

 河 本 タカ子 札幌市民生委員児童委員協議会 副会長 ～令和５年（2023年）６月 

木 浪 江里子 札幌市介護保険サービス事業所連絡協議会 幹事  

小 林 恒 男 札幌市老人クラブ連合会 常任理事・事務局長  ～令和５年（2023年）６月 

斉 藤 浩 司 市民委員（公募）  

齋 藤 ルミ子 市民委員（公募）  

貞 本 晃 一 北海道老人保健施設協議会 理事  

瀬 戸 雅 嗣 札幌市老人福祉施設協議会 顧問  

高 橋 一 行 札幌歯科医師会 理事  

髙 橋   誠 札幌市老人クラブ連合会 常任理事・事務局長  令和５年（2023年）６月～ 

田 中 かおり 北海道看護協会 専務理事 令和４年（2022年）９月～ 

田 村 優 実 市民委員（公募）  

土 肥   勇 札幌市医師会 理事 ～令和５年（2023年）８月 

 長 崎 亮 一 札幌市介護支援専門員連絡協議会 会長  

額 村 美知子 市民委員（公募）  

橋 本 茂 樹 札幌市医師会 理事 令和５年（2023年）８月～ 

 早 坂 みどり 札幌市厚別区第１地域包括支援センター センター長  

○林   美枝子 日本医療大学 総合福祉学部 介護福祉マネジメント学科 教授  

平 野 美 里 札幌弁護士会  

光 崎   聡 連合北海道札幌地区連合会 副事務局長  

向   俊 孝 札幌市民生委員児童委員協議会 副会長 令和５年（2023年）６月～ 

横 山   勲 市民委員（公募）  

※ ◎：委員長、○：副委員長（50音順、敬称略）  
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資料３ 札幌市介護保険事業計画推進委員会における審議経過 

 

本計画の策定に際し、被保険者の意見を反映させるため「介護保険事業計
画推進委員会」を設置し、令和３年（2021年）から令和６年（2024年）にか
けて計９回の委員会を開催し、協議しました。 
 

開催回 開催日 議事概要 
第１回 令和3年（2021年） 

９月14日 
１ 札幌市介護保険事業計画推進委員会について 
２ 札幌市高齢者支援計画2021について 
３ 札幌市の介護保険事業の現状、取組状況について 
４ 地域密着型サービス事業者の指定状況について 

  （主な意見） 
・現場は大変な人手不足であり、市が人材のマッチング

や人材紹介の支援をしてほしい。 
・男性介護者やヤングケアラーの課題にも焦点を当て

てほしい。 
第２回 令和４年（2022年） 

２月１日 
[書面会議] 

１ 札幌市高齢者支援計画2021の進捗状況について 
２ 次期計画策定に向けたアンケート調査の実施について 
３ 地域密着型サービス事業者の指定状況について 

  （主な意見） 
・認定率の高低が問題ではなく、必要な人が介護申請に

結び付き、認定を受けているかどうかが重要。 
・介護認定の「申請しやすさ」も重要であり、市民への

制度や相談窓口の周知などが大事。 
第３回 令和４年（2022年） 

6月9日 
１ 札幌市高齢者支援計画2021の進捗状況について 
２ 次期計画策定に向けたアンケート調査の実施について 
３ 地域密着型サービス事業者の指定状況について 

  （主な意見） 
・人材紹介会社抜きに介護職員の確保ができない実態。 
・「介護の仕事をしてもよいと思う人がどれだけいるの

か」といった将来につながるデータがアンケート調
査で取れると良い。 

第４回 令和４年（2022年） 
10月25日 

１ 札幌市高齢者支援計画2021の進捗状況について 
２ 次期計画策定に向けたアンケート調査の実施について  

  （主な意見） 
・市の施策に関するアンケート項目について、回答者に

設問の背景もわかるようにしたほうが良い。 
・感染症対策の質問項目が加えられたのは良かった。 

  

資料３ 
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第５回 令和５年（2023年） 
６月6日 

１ アンケート調査結果について 
２ 令和６年度制度改正について 
３ 札幌市高齢者支援計画2024策定に向けて 

  （主な意見） 
・調査結果の数値の上下について、一概に「改善」や「悪

化」と解釈することはできないのではないか。 
・調査結果の分析がどのように計画につながるのか、わ

かりやすく示してほしい。 
第６回 令和５年（2023年） 

８月22日 
１ 令和４年度介護保険事業の実績について 
２ 札幌市高齢者支援計画2024策定に向けて 

  （主な意見） 
・ボランティアをニーズと結びつけることが大切。 
・地域活動に参加したい高齢者を活動に結びつけ、役割

を担う人に育ててほしい。 
第７回 令和５年（2023年） 

10月23日 
１ 札幌市高齢者支援計画2024（案）について 

⑴ 計画の概要について 
⑵ 介護保険サービスに係る推計、整備量等について 

  （主な意見） 
・地域づくり活動に参加して良いと思っていてもどの

ように参加したら良いかわからない人に、具体的な
参加方法を示したほうが良い。 

・インフォーマルな地域づくりの活動に一般市民がど
れだけ参加していくかがこれからの大きな課題。 

第８回 令和５年（2023年） 
11月29日 

１ 札幌市高齢者支援計画2024（案）について 

  （主な意見） 
・施設の整備数と働く人材の確保に乖離があり、人材不

足が深刻。 
・介護に対して若い人が目を向け、介護の仕事に対して

親や周囲の理解が進む施策を進めてほしい。 
第９回 令和６年（2024年） 

３月14日 
１ 札幌市高齢者支援計画2024（案）について 

  （主な意見） 
・ 
・ 
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次期計画期間における第１号保険料及び保険料段階設定について 

R6.3 札 幌市 介護 保 険課 
 
１ 第１号保険料基準額（月額）について（本書 P.196～202）  

● サー ビス に要 す る費 用の 増加 等に より、次期 計画 期間 中 に「 第１ 号保 険
料で 負担 する 額」 は 約 1,191 億円 （現 計 画に おけ る見 込み 額約 1,109 億円
と比 較し て 7.4％増 ）と なる 見込 み  

● 一方 で、 保険 料 を負 担す る「 第１ 号 被保 険者 の補 正後 人 数」 は、約 158
万人 （現 計画 の約 156 万人 から 1.5％ 増 ）と なる 見込 み  

● これ らか ら算 出 され る、次期 計画 期 間に おけ る第 １号 保 険料 基準 額（ 月
額） は、 6,317 円と なる が、 保 険料 上昇 抑制 策と し て「 介護 給付 費準 備基
金」 を活 用し 、現 計 画と 同額 の 5,773 円 とす る  

● 保険 料額 は令 和 ６年 第１ 回定 例市 議 会に「 札幌 市介 護保 険条 例の 一部 を
改正 する 条例 案」 と して 提案 して おり 、 審議 を経 て決 定さ れ る 

 
 

現計画 
（ 令 和 ３ ～ ５ 年 度 ）  

（ ３ 年 間 累 計 ）  保険料基準額 
（ 月 額 ）  サービス費用額 第１号被保険者数 第１号被保険者の 

補正後人数 

費 用 の 全 体  4,843 億 円 

166 万 人 156 万 人 5,773 円 
 公 費 負 担 分 (50％ ) 

 3,734 億 円  第 ２ 号 保 険 料 分  
（ 27％ ）  

 第 １ 号 保 険 料 分  
（ 23％ ）   1,109 億 円 

 
次期計画 

（ 令 和 ６ ～ ８ 年 度 ）  
（ ３ 年 間 累 計 ）  保険料基準額 

（ 月 額 ）  サービス費用額 第１号被保険者数 第１号被保険者の 
補正後人数 

費 用 の 全 体  5,258 億 円 
（ 8.6％ 増 ）  

171 万 人 158 万 人 5,773 円 
 公 費 負 担 分 (50％ ) 

 4,067 億 円  第 ２ 号 保 険 料 分  
（ 27％ ）  

 第 １ 号 保 険 料 分  
（ 23％ ）   1,191 億 円 

（ 7.4％ 増 ）  

保険料基準額（月額） 
＝「第１号保険料全体で負担する額」 

÷「第１号被保険者の補正後人数 ※ １ 」÷「収納率 ※ ２ 」÷12か月 
＝ 1,191億円÷158万人÷99.35％÷12か月 
＝ 6,317円 →介護給付費準備基金を活用し、現計画と同額の5,773円  

※ １  第 1 号 被 保 険 者 の 人 数 を 保 険 料 の 負 担 割 合 に よ り 換 算 し た 人 数  
※ ２  収 納 率 は 過 去 の 実 績 等 を 踏 ま え て 推 計  

費用見込み額等の現計画との比較 
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２ 介護保険料段階設定について（本書 P.191～193）  
● 国に おい て、低 所得 者の 保険 料上 昇 を抑 制す る観 点か ら 、第 １号 被保 険

者間 での 所得 再分 配 機能 を強 化す るた め に、標準 段階 の多 段 階化 、高 所得
者 の 標 準 乗 率 の 引 上 げ 及 び 低 所 得 者 の 標 準 乗 率 の 引 下 げ な ど に つ い て 検
討が 行わ れ、 令和 ５ 年（2023 年 ）末 に 結論 が示 され た  

  また、低所 得者 の保 険料 軽減 に活 用 され てい る公 費と 保 険料 の多 段階 化
の役 割分 担等 につ い ては、保険 料の 多段 階化 によ って 制度 内 での 対応 が強
まる こと を踏 まえ、公費 の一 部を 介護 に 係る 社会 保障 の充 実 に活 用す るこ
とと され た  

● 札幌 市に おい て は、多 段階 化や 高所 得者 の標 準乗 率の 引 上げ につ いて は、
すで に 13 段階 化し てい るこ とか ら現 行 のと おり とし 、低 所 得者 の乗 率の
引下 げに つい ては 、 国の示す 標準 乗率 を 踏ま え下 表記 載の 乗 率と する  

 
３ 介護保険料段階を区分する基準所得金額の見直しについて（本書 P.191～193） 

● 平成 30 年度 （ 2018 年 度） 税制 改 正に おい て、公 的年 金収 入か ら控 除さ
れる 公的 年金 等控 除 額が 一律 10 万円 引 き下 げら れる など の 改正 があ った  

● 現計 画に おい て は、こ の税 制改 正に より 介護 保険 料段 階 判定 に影 響が 生
じな いよ う、本 人の 市民 税が 課税 であ る 第６ 段階 以降 の方 の 合計 所得 金額
のう ち、 公的 年金 収 入に 係る 年金 所得 な どか ら最 大 10 万円 を控 除す る特
例措 置が 設け られ て いた 

● この 特例 措置 が 令和 ５年 度（2023 年度）末を もっ て終 了と なる こと が国
か ら 示 さ れ た た め 、 次 期 計 画 に お い て は 、 第 ６ 段 階 以 降 の 基 準 所 得 金 額 を
一律 10 万円 引き 上 げる こと によ り、公 的年 金な どの 収入 金 額が現計 画まで
と変 わら ない 場合 に は、現計 画ま でと 同 一の 保険 料段 階と な るよ う見 直す  

 
 

段 階 対 象 者 負担割合 （ 対  基 準 額 ）  

第 １ 段 階  

現 行 ど お り  

×0.285 
（ 現 行 ： ×0.30）  

第 ２ 段 階  ×0.485 
（ 現 行 ： ×0.50）  

第 ３ 段 階  ×0.685 
（ 現 行 ： ×0.70）  

第 ４ 段 階  ×0.90  

第 ５ 段 階  ×1.00 
＜ 基 準 額 ＞  

第 ６ 段 階  本 人 が 市 町 村 民 税 課 税 で 、 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が  
×1.15  135 万 円 未 満 の 方 （ 現 行 ： 125 万 円 未 満 ）  

第 ７ 段 階   135 万 円 以 上 210 万 円 未 満 の 方  
（ 現 行 ： 125 万 円 以 上 200 万 円 未 満 ）  ×1.25 

第 ８ 段 階   210 万 円 以 上 360 万 円 未 満 の 方  
（ 現 行 ： 200 万 円 以 上 350 万 円 未 満 ）  ×1.50 

第 ９ 段 階   360 万 円 以 上 510 万 円 未 満 の 方  
（ 現 行 ： 350 万 円 以 上 500 万 円 未 満 ）  ×1.75 

第 10 段 階  510 万 円 以 上 610 万 円 未 満 の 方  
（ 現 行 ： 500 万 円 以 上 600 万 円 未 満 ）  ×2.00 

第 11 段 階  610 万 円 以 上 710 万 円 未 満 の 方  
（ 現 行 ： 600 万 円 以 上 700 万 円 未 満 ）  ×2.10 

第 12 段 階  710 万 円 以 上 810 万 円 未 満 の 方  
（ 現 行 ： 700 万 円 以 上 800 万 円 未 満 ）  ×2.20 

第 13 段 階  810 万 円 以 上 の 方 （ 現 行 ： 800 万 円 以 上 ）  ×2.30 
 

次期計画における段階設定 
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札幌市高齢者支援計画 2024 市民向け説明動画について 

１ 概要 

 〇 札幌市高齢者支援計画 2024 の概要を市民向けにわかりやすく解説する動画を制作

し、YouTube（札幌市公式チャンネル・SapporoPRD）に掲載して広く公開する 

 〇 計画期間における札幌市高齢者支援施策の方向性や取組について、サービス利用者

である市民やサービス提供事業者等に向けて広く周知する重要な手段と捉える 

 〇 札幌市が行う出前講座での活用も想定する 

 
２ 動画の構成案（10 分程度の予定） 

 〇 介護保険制度のしくみ 

 〇 介護保険の加入者 

  ・第１号被保険者と第２号被保険者のサービス利用条件や保険料設定の仕組みの違い 

 〇 札幌市高齢者支援計画策定の背景と目的 

  ・札幌市の高齢化率の推移と、地域包括ケア体制について 

 〇 計画の基本目標 

〇 施策の体系と展開 

 ・５つの視点、11 の施策 

 〇 札幌市がサービス提供事業所に支払う費用 

  ・国・都道府県・市町村の公費、第１号保険料、第２号保険料 

による負担の仕組みと、それぞれの負担割合 

 〇 第１号被保険者の保険料段階設定 

  ・13 段階設定と、第１段階～第３段階の保険料軽減措置 

 〇 第１号被保険者の保険料の設定の基本的な考え方 

 〇 第１号被保険者の保険料の具体的な計算方法 

  ・基金の活用を踏まえた基準額（月額）5,773 円の計算過程 

 〇 保険料段階設定ごとの札幌市の第１号被保険者の保険料 

 〇 第１号被保険者の保険料基準額の推移 

 〇 保険料の減免など 

 〇 現状と今後の見通しについて 

  ・第１号被保険者数、要介護等認定者数、第１号保険料の見通し 

 〇 計画期間における主な介護保険施設等の整備目標 

 

３ 参考 

札幌市高齢者支援計画 2021 の市民向け説明動画 

https://www.youtube.com/watch?v=f4lJ7P7ynrs （「札幌市高齢者支援計画 動画」で検索） 

（画面イメージ）

資料５ 
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【令和５年９月１日指定】

 ①認知症対応型通所介護 １事業所

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護

有限会社フェリーチェ 代表取締役 中元 秀昭 認知症対応型デイサービス ドルチェ 札幌市北区北27条西16丁目5-21 3人 有

【令和５年10月１日指定】

 ①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ３事業所

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 SOMPOケア株式会社 代表取締役 鷲見 隆充 ネクサスコート旭ヶ丘 巡回ステーション 札幌市中央区南14条西18丁目6番22
号

有

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 SOMPOケア株式会社 代表取締役 鷲見 隆充 ネクサスコート豊平 巡回ステーション 札幌市豊平区豊平3条1丁目1番38号 有

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 株式会社ノアコンツェル 代表取締役 若月 昭浩 ノア地域巡回センター白石 札幌市白石区本郷通1丁目北1-7 有

 ②地域密着型通所介護 １事業所

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

地域密着型通所介護
第1号通所事業

株式会社CDFグループ 代表取締役 村上 金光 リハビリ＆コンディショニングセンター
ZERO 平岸

札幌市豊平区平岸6条13丁目3番30号
平岸パールハイムビルA1

10人 無

 ③認知症対応型通所介護 ２事業所

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護

株式会社悠ライフ 代表取締役 中元 秀昭 認知症対応型デイサービス さくら山鼻 札幌市中央区南16条西9丁目1番33号 3人 有

認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護

有限会社フェリーチェ 代表取締役 中元 秀昭 認知症対応型デイサービス ドルチェ 札幌市北区北27条西16丁目5-21 3人 有

地域密着型サービス事業者の指定状況（令和５年９月～令和６年３月）

代表者

代表者

代表者

代表者

参考資料
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 ④認知症対応型共同生活介護 ４事業所

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

S＆Nふれあいケアサービス株式会社 代表取締役 平井 麻梨英 ふれあいの里グループホームからまつ 札幌市北区拓北4条3丁目10番17号 9人×9人 無

認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

S＆Nふれあいケアサービス株式会社 代表取締役 平井 麻梨英 ふれあいの里グループホーム第２からまつ 札幌市北区屯田11条1丁目2番5号 9人×9人 無

認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

医療法人社団翔嶺館 理事長 佐竹 博史 グループホーム丘珠たから館 札幌市東区北34条東24丁目2番12号 9人×9人 無

認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

株式会社健康会 代表取締役 國本 正雄 グループホーム丘珠 札幌市東区北36条東22丁目3番1号 9人×9人 無

 ⑤小規模多機能型居宅介護 １事業所

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

秀欧会福祉サービス株式会社 代表取締役 對馬 靖和 （介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所
きなこ

札幌市手稲区富丘3条5丁目1-16 定員24人
通い12人
宿泊4人

無

 ⑥看護小規模多機能型居宅介護 １事業所

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

看護小規模多機能型居宅介護 社会福祉法人ノテ福祉会 理事長 対馬 徳昭 看護小規模多機能型居宅介護 ノテ中の島 札幌市豊平区中の島2条5丁目5番1号 定員18人
通い9人
宿泊9人

有

代表者

代表者

代表者
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【令和５年11月１日指定】

 ①地域密着型通所介護 ２事業所

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

地域密着型通所介護 ライトファミリー株式会社 代表取締役 今田 重光 ブリッジライフ札幌新琴似 札幌市北区新琴似7条10丁目4番20号 18人 有

地域密着型通所介護 合同会社SW福祉サービス 代表社員 渡邉 ゆかり デイサービス 和の家 真栄 札幌市清田区真栄1条2丁目1番28号
真栄ビル

10人 無

 ②認知症対応型通所介護 １事業所

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護

有限会社ケアメール 代表取締役 照沼 司 デイサービスしらかば 札幌市西区西野2条5丁目5番3号 3人 有

 ③認知症対応型共同生活介護 １事業所

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

株式会社スリーコモンズ 代表取締役 水森 章雄 グループホーム せせらぎの丘 札幌市東区本町2条7丁目2番30号 9人×9人 無

 ④小規模多機能型居宅介護 １事業所

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

株式会社縹色 代表取締役 鬼塚 亜美 春の歌 札幌市北区拓北4条3丁目12番16号 登録6人
通い3人
宿泊1人

無

【令和５年12月１日指定】

 ①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ２事業所

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 医療法人社団北昂会ファミール内科 理事長 名取 孝 定期巡回センター小石川 札幌市東区北32条東9丁目1番8号 有

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 株式会社ＣＩＮ．cｏ 代表取締役 村松 康之 定期巡回 メディケアさっぽろ 札幌市北区麻生町7丁目2-11
コーポ安暖手1

無

代表者

代表者

代表者

代表者

代表者

総合事業の申請無

総合事業の申請無
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【令和６年１月１日指定】

 ①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １事業所

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 合同会社手稲軽川商店 職務執行者 渡辺 学 定期巡回サービスみなみな星置 札幌市手稲区星置3条1丁目9-1 無

 ②地域密着型通所介護 ４事業所

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

第1号通所事業
(地域密着型通所介護指定済)

HTC株式会社 代表取締役 臼井 宏太郎 デイサービス我が家 発寒の家 札幌市西区発寒9条11丁目8-12 18人 無

地域密着型通所介護
第1号通所事業

株式会社川島総合サービス 代表取締役 川島 恭平 歩きの専門デイサービス マイホコ 札幌市手稲区手稲本町1条3丁目6番15
号 ヤマチビル102号室

10人 無

地域密着型通所介護
第1号通所事業

株式会社DREAM 代表取締役 松下 幸司 デイサービスセンターGRACE発寒 札幌市西区発寒5条2丁目3番36号 18人 無

地域密着型通所介護
第1号通所事業

Skybeans株式会社 代表取締役 山田 美枝子 デイサービス 豆ちゃん 札幌市東区伏古3条3丁目2-8 18人 無

【令和６年２月１日指定】

 ②地域密着型通所介護 １事業所

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

地域密着型通所介護
第1号通所事業

株式会社流星 代表取締役 福本 直人 デイサービスセンター星のいえ あしりべつ 札幌市清田区清田1条3丁目7番56号 10人 無

 ①小規模多機能型居宅介護 １事業所

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

株式会社らくらケア 代表取締役 浅沼 静華 小規模多機能型居宅介護 らくら新川 札幌市北区新川2条6丁目5番1号 登録24人
通い12人
宿泊6人

無

代表者

代表者

代表者

代表者
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【令和６年３月１日指定】

 ①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １事業所

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 北海道無垢株式会社 代表取締役 穴田 貴洋 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
無垢の家

札幌市南区川沿1条4丁目10番12号 有

 ②地域密着型通所介護 １事業所 

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

地域密着型通所介護
第1号通所事業

株式会社ＭＵＲＡＭＩ 代表取締役 村谷 美喜 通所介護事業所 紬 札幌市白石区平和通6丁目南3番4号
マークミュービル2F

10人 無

 ③認知症対応型通所介護 １事業所

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護

株式会社悠ライフ 代表取締役 中元 秀昭 認知症対応型デイサービス さくら新川 札幌市北区北27条西16丁目5-21 3人 有

 ④認知症対応型共同生活介護 ３事業所

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

社会福祉法人清香園 理事長 大泉 ゆり 認知症高齢者グループホーム 心花 札幌市北区屯田6条8丁目8番21号 9人×9人 無

認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

株式会社ツクイ 代表取締役 高畠 毅 ツクイ札幌北野グループホーム 札幌市清田区北野3条2丁目12-25 9人×9人 無

認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

株式会社悠ライフ 代表取締役 中元 秀昭 満快のふる郷さくら新川 札幌市北区北27条西16丁目5-21 9人×9人 有

代表者

代表者

代表者

代表者

2626


